












要約:母子保健の実施主体の問題が浮上して久しく、第 1 次的な健康診査・保健指導等の

基礎的な事業は市町村、専門性や高度の技術を要する事業・計画の策定等については保健

所が主体となるよう報告書が出されている。そこで現在、この内容に沿っ'た母子保健サ

ービスを行っている新潟県の場合を分析した。人口当りの保健婦数、ことに市町村保健婦

数は全国の平均値より多く、保健所と市町村保健婦は多くの交流を持ちながら母子保健サ

ービスを行っていた。今後、全国的に一つのモデルになると考えられる。


